男女共同参画推進状況調査票
斑鳩町では、町民憲章に掲げる聖徳太子の「和」の精神を尊び、女性も男性も、互いに敬愛し、信頼しあえる男女共同参画社会を実現することをめざしています。
この調査は、企業において具体的にどのような取組みが行われているかを調査するとともに、事業主自らが自己点検をしていただくことを目的として実施するものです。
なお、調査結果は統計的に処理し、ご回答いただいた内容は、調査目的以外には使用しません。

～ご記入にあたってのお願い～
■この調査票は、本社・支店等の全事業所の状況についてお答えください。
■特に指示がない設問については、令和７年４月１日現在の状況についてご回答ください。
■男女共同参画推進の取組みについて明記した就業規則やパンフレットなどがありましたら、ご提供いただければ幸いです。
■令和８･９年度斑鳩町入札参加資格審査申請書を提出される際に、あわせてご提出ください。
■この調査票に関するお問い合わせは、下記にお願いします。
　〒636-0198　奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西３－７－１２
　斑鳩町役場政策財政課　　岡山・中林　　　電話　0745-74-1001（内線252）　　　FAX　0745-74-1011

１．事業所名等
	事業所名
	

	所在地
	

	担当者
	
	電話
	



２．雇用
	
	正規従業者数※
	臨時従業者数
	管理職数
(課長相当職以上)
	正規従業者の
平均勤務年数
	令和６年度の
新規採用正規
従業者数

	男　性
	人
	人
	人
	年
	人

	女　性
	人
	人
	人
	年
	人

	計
	人
	人
	人
	
	人


※正規従業者
次の①～③のいずれかに該当する従業員の方で、派遣労働者、出向者、嘱託、臨時、パート、アルバイト等を除いた方です。
①期間を決めずに雇用されている方
②役員（取締役、監査役、理事等）で、常時一定の職務に従事し、他の一般の正規従業者と同じ賃金規則あるいは同じ基準で賃金の支払いを受けている方
③事業主の家族であっても一定の職務に従事し、他の一般の正規従業員と同じ賃金規則あるいは同じ基準で賃金の支払いを受けている方

３．育成・教育
	女性に対して、男性と同等に情報の共有や発言の機会（会議､打合せ､出張､研修等）を与えていますか。
	はい　　　　　いいえ



４．仕事と家庭の両立支援
	①育児休業制度の利用実績（令和６年度中）
	女性　　人　　男性　　人

	②介護休業制度の利用実績（令和６年度中）
	女性　　人　　男性　　人

	③女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく行動計画を策定していますか。
	策定済　　　　策定作業中
策定検討中　　予定なし

	④次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を策定していますか。
	策定済　　　　策定作業中
策定検討中　　予定なし

	⑤育児･介護休業法に基づく職業家庭両立推進者を選任していますか｡
	はい　　　　　いいえ

	⑥育児･介護休業法に基づく両立支援について、御社で制度として、次のいずれかの制度を整備し運用していますか。
	はい　　　　　いいえ
(“はい”に該当する箇所すべてに○)

	ア　３歳以上～小学校就学前の子を養育する従業員に対する措置
	１　時差勤務（始業・終業の繰上げ・繰り下げ）
	６　出張・深夜業の配慮（免除・制限の選択）

	２　フレックスタイム
	７　事業所内に託児施設の設置
（保育施設と契約している場合も含む。）

	３　テレワーク（在宅勤務等）
	

	４　短時間勤務
	８　育児に要する経費の援助措置

	５　育児目的の特別有給休暇
	９　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）


イ　要介護状態にある対象家族を介護する従業員の勤務時間の短縮等の措置
	１　短時間勤務
	５　所定外労働の制限（残業免除）

	２　フレックスタイム
	６　介護サービス費用の助成・手当

	[bookmark: _GoBack]３　時差勤務（始業・終業の繰上げ・繰り下げ）
	７　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

	４　テレワーク（在宅勤務等）
	




	⑦育児･介護休業や職業生活と家庭生活との両立のための制度について、育児･介護休業法に規定する内容を上回る制度がありますか。
	はい　　　　　いいえ

	＜内容＞
例：育児休業について、満３歳未満の子まで対象とする
小学校３年生修了までの子に対するの看護等休暇を、１人につき１年に５日以上取得可能 　等













５．職場環境
	①女性が結婚、妊娠、出産すると、その職場で働き続けにくくなるような雰囲気・慣行はありませんか。
	はい　　　　　いいえ
(ある)　　　　(ない)

	②セクシュアル・ハラスメントの防止に関して、次のいずれかの取組みを行っていますか。
	はい　　　　　いいえ
(“はい”に該当する箇所すべてに○)

	　１　セクシュアル・ハラスメント防止に関する研修
　２　セクシュアル・ハラスメント防止に関する方針を服務規程に明記
　３　セクシュアル・ハラスメント防止に関する啓発（社内報、パンフレット等の配布など）
　４　セクシュアル・ハラスメントに関する相談窓口の設置



６．その他（男女共同参画に向けた独自の取組みがありましたら、お書きください。）
	



以上で調査は終了です。ご協力ありがとうございました。
裏面に続く
